


　被扶養者として認定されてもその資格は永久に継続するものではありません。組合員が自ら被扶養者の収
入状況等を把握のうえ、扶養している事実または扶養しなくなった事実の申告が必要です。被扶養者として
の認定要件を満たさなくなったときは、組合員は 5 日以内に減員の手続きをしてください。（資格確認書等
をお持ちの方は返却してください。）

被扶養者認定されている方の
収入状況等は常にご確認ください

適正な申告にご協力をお願いします

① 就職等で新たに被保険者資格を取得したとき
② 収入基準の超過が見込まれるとき（時給や雇用形態の変更、年金の受給開始、年金支給額

の変更、収入基準の日額を超える雇用保険や休業補償（傷病手当金等）の受給　等）
③    個人事業者となった（個人事業を開始した）とき

等

減員の手続きが
必要な場合

　将来に向かって1年間に見込まれる被扶養者の恒常的な収入すべてが対象となり、交通費等を
含む総額が下表の金額※１未満、かつ当該収入が組合員の収入の二分の一未満※２であること。

　年金と給与（その他収入を含む）、どちらの収入額も常に確認いただく必要があ
ります。
例：6月に65歳になり、7月分の年金額から年金収入が増える場合

収入基準

被扶養者に 2つ以上の
収入がある場合

被扶養者の年齢等 収入基準額

下記以外の方 130 万円
（月額 108,334 円、日額 3,612 円）未満

障害年金受給者または
60歳以上の方

180 万円
（月額 150,000 円、日額 5,000 円）未満

その年の 12月 31日現在の
年齢※３が 19歳以上 23歳未満の方
（組合員の配偶者を除く）

150 万円
（月額 125,000 円、日額 4,167 円）未満

※1��所得税法上の所得や 1 月 1 日から 12 月 31
日までの年間収入ではありません。

※2��被扶養者の収入が組合員の収入の二分の一以
上の場合であっても、組合員の年間収入を上
回らないときで、その世帯の生計の状況を総
合的に勘案して、組合員がその世帯の生計維
持の中心的役割を果たしていると認められると
きは被扶養者となることがあります。

※3��令和７年の対象者は、平成15年1月2日生ま
れから平成19年1月1日生まれの方です。

（トップページ＞①加入者の資格と認定
＞被扶養者認定の収入条件について）

被扶養者に係る詳細等詳しくは、
当共済組合ホームページをご確認ください。

お問合せ 保健医療係　06-6208-7591～３
スマートフォンは
こちらから

収入合計

給与収入10万円

年金収入3万円

超過していない 超過している

年金収入7万円

（万円）

収入月

収入基準額

1月

17
15
13

0
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

・月額15万円未満
・1年間の収入
　180万円未満

減員の手続きが必要です
（資格喪失日7月1日）

減員の手続きが遅れると医療費の返還が発生する場合があります。
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　e-Taxで確定申告を行う場合は、マイナポータル連携を利用すると、例年 2月9日以降に前年 1月～ 12月の
医療費情報が自動入力されます。この機会に各種手続きにも便利なマイナンバーカードのご利用をお願いします。

　当共済組合が実施するがん検診（組合員対象）や配偶者人間ドック（被
扶養配偶者対象）を受診する機会がなかった方でも、お住まいの自治体
が実施しているがん検診を受けられることがあります。
　国が推奨しているがん検診は、以下の表のとおりです。「対象者」や「受
診間隔」を確認いただき、該当されている方は、お住まいの自治体のが
ん検診を申し込みましょう。対象となる年齢や費用等の詳細は、お住ま
いの自治体のがん検診担当窓口にお問合せください。

種類 対象者 受診間隔 検査項目

胃がん検診
50歳以上※
※�当分の間、胃部X線検査に関し
ては40歳以上に実施も可

2年に1回※
※�当分の間、胃部X線検査に関しては
年1回の実施も可�

問診に加え、胃部X線検査または胃内視鏡検査のいずれか

子宮頸がん
検診

20歳代 2年に1回
問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

30歳以上

2年に1回

5年に1回※
※�り患リスクが高い者については
1年後に受診

問診、視診及びHPV検査単独法※
※実施体制が整った自治体で選択可能

肺がん検診 40歳以上 年1回 質問（問診）、胸部X線検査及び喀痰細胞診（喀痰細胞診については、原
則として50歳以上の重喫煙者（喫煙指数が600以上の者）のみ。）

乳がん検診 40歳以上 2年に1回 質問（問診）及び乳房X線検査（マンモグラフィ）

大腸がん検診 40歳以上 年1回 問診及び便潜血検査

表「厚生労働省：がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で定められたがん検診の内容

令和8年2月発行の医療費のお知らせに令和7年12月受診分は記載されません。

令和7年12月に受診した医療機関等の領収書は
必ず保管し、確定申告にご使用ください。

マイナンバーカードの交付を受け、マイナ保険証の利用
登録をお願いします。マイナ保険証等、詳しくは、当共
済組合ホームページをご確認ください。

医療機関等の受診はマイナ保険証をご利用ください！

(トップページ＞②マイナ保険証・
資格確認書＞マイナ保険証)　

マイナポータル連携の詳細については国税庁ホームページの
「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

スマートフォンは
こちらから

がん検診をしばらく受けていない

がん検診の申込を忘れた
というあなたあなたへ

医療費のお知らせを使用して確定申告を予定している方へ
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定期健康診断の結果、各保健指導に該当された方には、ご案内（角形封筒）をお送りします。
　生活習慣病は自覚症状がないまま進行するものが多く、大きな病気を発症するまでその深刻さに
気付かないことがあります。保健指導はご自身の健康状態を知り、生活習慣を見直すチャンスです。
健康な今こそ利用してください。

当共済組合の当共済組合の
3つの保健指導3つの保健指導のご案内のご案内

　近年、非肥満の方の循環器疾患発症リスクが着目されており、非肥満の方に対
する保健指導の必要性も認識されるようになってきました。非肥満の方のうち、
将来において生活習慣病等で治療を必要とする可能性が高い方に、生活習慣を見

直すサポートを行います。また、個別保健指導を利用された方限定で、「食生活実践スターター講座」を開催
しています。食品フードモデル（食育 SATシステム）を使用した体験型の講座で、講座参加後もご自宅で健
康食材を体験できます。

２．個別保健指導

　メタボリックシンドロームで生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善
による生活習慣病の予防効果が高く期待できる方に対して、約 3カ月間、生活
習慣を見直すサポートを行います。

１．特定保健指導　

※「対面型」と「ICT型」の両方を利用することはできませんのでご注意ください。

「対面型」の特定保健指導 「ICT型」の特定保健指導

委託業者：シンクヘルス株式会社 委託業者：RIZAP株式会社

ポイント1 対面での個別アドバイス ポイント1 専属トレーナーが個別アドバイス

ポイント2 参加特典あり

＋

ポイント2 勤務先の近くで面接が受けられる

塩分/カリウム塩分/カリウム
摂取量がわかる！摂取量がわかる！

倍 2
倍

13:36 182mg/dl

200

100

⼤阪市職員共済組合からのご案内

対⾯型 特定保健指導

⼼筋梗塞
脳⾎管疾患 認知症 ⼤腸がん

35％
増加

3
あなたに合わせたコースをご案内！

⾎糖センサー

アプリで⾃分に合ったアプリで⾃分に合った
⾷事が分かる！⾷事が分かる！

採⾎いらずで採⾎いらずで
⾎糖をチェック！⾎糖をチェック！

⾷事バランス⾷事バランス
を⾒直せる！を⾒直せる！

こんなに上がるの⁉

簡単に塩分摂取量をチェック簡単に塩分摂取量をチェック

減塩以外の改善点も⾒つかる！減塩以外の改善点も⾒つかる！

放置すると危険
メタボリックシンドローム

塩分分⾒直しコース塩分⾒直しコース 糖質質⾒直しコース糖質⾒直しコース

約

発症リスク

⾎糖/脂質が⾼い⽅へ⾎糖/脂質が⾼い⽅へ

　HbA1c7.0％以上の方に、糖尿病による合併症の発症・進行を防ぐことを目的とし、
受診勧奨や専門医療機関の紹介、保健指導を行います。血糖測定機器（CGM）を
２週間装着し、血糖測定結果から生活習慣に合わせたアドバイスレポートが届きます。
ぜひ積極的にご利用ください。

３．糖尿病重症化
　　予防事業

血糖測定機器
（CGM）について

　身体にセンサーを装着すること
で、リアルタイムで血糖値の変化
を確認できます。健診だけではわ
からない「血糖スパイク※」の確認
ができます。
※�血糖の振れ幅がとても大きい状態。「血
糖スパイク」が起こっている方は、起こっ
ていない方に比べ合併症のリスクが高
まります。

1回の装着で2週間連続して
24時間血糖を測定できる

装着時の痛みがなく
装着中の入浴等

日常生活に支障がない

15分おきに血糖値が
グラフ化される

見たいときにいつでも
血糖値を見ることができる

改善した食事内容や
運動量の効果を確認できる

倦怠感や不眠等の症状と
血糖値の関連がわかる

chocoZAP
4カ月通い放題

＜サービス＞
● 体組成計
● ヘルスウォッチ

利用期限は

3月31日
まで！！
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　当共済組合の組合員は他の共済組合と比べて、40 歳以上の方の飲酒の頻度・
量が多いという結果が出ています。

※多量飲酒群の割合（40歳以上）

2021年 2022年 2023年
当共済組合 全共済組合平均

0
5
10
15
20
25
30

〔％〕

16.6

9.1 9.2 8.8

17.0

28.3

日本健康会議、経済産業省、厚生労働省の 3者が作成する健康スコア
リングレポートより一部改変
健康スコアリングレポートとは、保険者の加入者の健康状態等について、
全国平均や業態平均と比較した場合の自組合の立ち位置を見える化したも
のです。

※多量飲酒群は、①または②に当てはまる方
①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が 2 合以上の方
②�飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が 3 合以上の方

生活習慣病のリスクを高める
飲酒飲酒をしていませんか？

忘年会
シーズン
ですが、

当共済組合ホームページで、厚生労働省が作成したリーフレット「習慣を変える、未
来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方（男性編/女性編）」を紹介しています。
飲酒日記等飲酒習慣の改善に役立つ内容がたくさんありますので、ぜひご覧ください。
(トップページ＞⑤がん検診・配偶者人間ドック・保健事業(特定健診等)＞健康トピックス)　

スマートフォンは
こちらから

飲
酒
頻
度

飲
酒
頻
度

20g
（1合）
未満

20～40g
（1～2合）
未満

40～60g
（2～3合）
未満

60～100g
（3～5合）
未満

100g
（5合）
以上

毎日
週 5～ 6日
週 3～ 4日
週 1～ 2日
月 1～ 3日

20g
（1合）
未満

20～40g
（1～2合）
未満

40～60g
（2～3合）
未満

60～100g
（3～5合）
未満

100g
（5合）
以上

毎日
週 5～ 6日
週 3～ 4日
週 1～ 2日
月 1～ 3日

※出典　厚生労働省「習慣を変える、未来に備える�あなたが決める、お酒のたしなみ方（男性編 /女性編）」

生活習慣病のリスクを生活習慣病のリスクを
高める量を飲酒高める量を飲酒

している方している方
生活習慣病のリスクを高める生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している方量を飲酒している方

　厚生労働省では生活習慣病のリスクを高める飲酒量（1日あたりの平均純アルコール摂取量）を、
女性では 20g 以上、男性では 40g 以上としています。飲酒習慣がある方は一度ご自身の飲酒状況
を評価してみてください。

　あなたの飲酒状況が、下表の赤色に該当する場合、生活習慣病のリスクを高めてしまう量を飲ん
でいるため、飲み方の見直しが必要です。（上記の多量飲酒群とは定義が異なっています）

飲み方から飲酒状況を評価する！

１日あたりの平均純アルコール摂取量
計算式　お酒の量（ml）×【アルコール度数（％）÷100】×0.8

アルコール量を計算して飲酒状況を評価する！

例：ビール中びん１本（500ml）×【５％ ÷100】×0.8 ＝ 20g
飲んだお酒を選択すると、自動的にアルコール量を計算できるサイトもあります。

飲酒チェックツール
SNAPPY-PANDA
https://snappy.udb.jp/drink-check

アルコールウォッチ
https://izonsho.
mhlw.go.jp/alcoholwacth/

あなたはどのくらいの頻度で、どのくらいのアルコール量を飲んでいますか？

1日あたりの平均純アルコール摂取量1日あたりの平均純アルコール摂取量

飲酒状況の評価※

男
性

女
性
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退職後退職後のの医療保険制度医療保険制度

　組合員が退職すると、その翌日から被扶養者も含めて当共済組合の資格を喪失します。
　そして、退職後の状況により、いずれかの医療保険制度に加入することになります。

退職日の翌日以降は、当共済組合が保険者となっているマイナ保険証・資格確認書等は使用で
きません。資格確認書等は必ず所属所（市長部局にあっては総務事務センター）へ返却してくだ
さい！任意継続組合員、再任用職員となる場合も返却が必要です。
　使用された場合には、当共済組合が負担した医療費は返還していただきます。

　任意継続は、退職日の前日まで引き続き1年以上の組合員期間がある場合、組合員の希望により退職
日の翌日から 19 日以内に掛金を納付することで2年間に限り、継続して組合員となれる制度です。
　任意継続をご希望の場合は、退職日が決まり次第または退職日の翌日から 14 日以内に「任意継続組
合員資格取得申出書」を当共済組合へご提出ください。退職日以降に掛金のお知らせを郵送で自宅あて
に送付します。掛金納付期限に間に合うよう日数に余裕を持って、お早めにお手続きください。

■ 退職後の流れ

■ 任意継続制度

退 

職

再就職する

再就職しない

退職時は、資格確認書・高齢受給者証・
限度額適用認定証・特定疾病療養受療証
（いずれも交付されている場合）を
必ず返却してください！

再就職先の
健康保険制度に
加入できる

健康保険の加入有無や
被扶養者の認定条件等は、
再就職先にご確認ください。

健康保険等の
被保険者

収入限度額等の条件がありますので、
あらかじめ家族の加入している

健康保険組合等にお問合せください。

家族の被扶養者

国民健康保険に加入される方で
｢資格喪失証明書」が必要な場合は、所属所
(市長部局にあっては総務事務センター)を

経由して申請してください。

国民健康保険の
被保険者

任意継続組合員

再就職先の
健康保険制度に
加入できない

3つの
選択肢

※ �3月末退職者は手続きが一部異なります。詳細は2月頃に所属所（市長部局にあっては総務事務センター）を通じて
お知らせします。

退職者は、資格確認書等を必ず返却してください！

66 共済組合だより 2025.12�No.125



※標準報酬月額は、次の①、②のうちどちらか低い方になります。
　①退職時の標準報酬月額
　②全組合員の標準報酬月額の平均から求めた標準報酬月額（令和７年度は410,000 円）
※�掛金率、全組合員の標準報酬月額の平均は毎年度見直しが行われ、令和８年度は３月中旬
以降にお知らせ予定です。

令和 7年 12月31日に退職した組合員の1カ月あたりの任意継続掛金額
（退職時の標準報酬月額が 500,000 円の場合）
短期掛金➡ 410,000 円 ×105.60/1000＝43,296 円
介護掛金➡ 410,000 円 ×15.80/1000＝6,478 円
掛金合計➡ 43,296 円＋6,478 円＝49,774 円

退職者は必ず任意継続の手続きをしないといけないのですか？

任意継続の掛金と国民健康保険の保険料はどちらがお得ですか？

配偶者や子の被扶養者認定はどうなりますか？

任意継続の手続きは、「必ず行うもの」ではなく、希望される場合のみ申請できます。また、退
職日の翌日から再就職（大阪市への再就職を含みます）し、当共済組合もしくは他の健康保険
組合等へ加入する方、家族の健康保険等の扶養に入る方、国民健康保険へ加入する方は、任
意継続の手続きはできません。任意継続が確定した後に、手続きしてください。

個人により異なりますので、ご自身でご確認ください。当共済組合の任意継続掛金の目安につ
いては、当共済組合ホームページに掲載の「任意継続掛金早見表」をご参照ください。

被扶養者は、退職時点での被扶養者情報を引き継ぎます。就職等により被扶養者の認定要件
を満たさなくなった方は、減員の手続きが必要ですので、すみやかに当共済組合までご連絡く
ださい。

短期掛金　＝
掛金算定の基礎となる
標準報酬月額※

× 短期掛金率
（令和 7年度は 105.60/1000）

介護掛金　＝
（40歳以上 65歳未満） × 介護掛金率

（令和 7年度は 15.80/1000）

● 任意継続組合員となった場合の掛金の算出方法と計算例

計算例

任意継続よくあるお問合せQQ&AA
QQ

QQ

QQ

AA

AA

AA

（トップページ＞
　①加入者の資格と認定＞
　任意継続制度）

任意継続手続きの詳細、任意継続掛金早見表等
詳しくは、当共済組合ホームページをご確認ください。

お問合せ 保健医療係　06-6208-7591～３
スマートフォンは
こちらから
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　離婚等※をして当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金記録（標準報酬月額、標準報
酬賞与額）を分割できる制度です。
　�厚生年金額を分割するものではなく、厚生年金の算定の基礎となる厚生年金記録を分割するものです。また、婚
姻期間中の厚生年金記録には共済組合以外の期間も含みます。
　�離婚等から原則 2年を経過すると分割の請求はできなくなります。

離婚時の年金分割制度とは

離婚時の年金分割年金分割について
1

　分割の対象となるすべての厚生年金被保険者期間
　分割の対象となるすべての厚生年金被保険者期間に係る当事者それぞれの対象期間の標準報酬月額
　按分割合の範囲

情報提供の内容

　当事者双方もしくはどちらか一方からの請求ができ、離婚等の成立の前後を問わず行うことができます。
請求について

　当事者双方から請求があった場合は、双方に提供します。
　当事者一方から請求があった場合は、
　・離婚等をしている方については、当事者双方に提供します。
　・離婚等をしていない方については、請求をした方にのみ提供します。
　また、「年金分割のための情報通知書」のほかに、50歳以上の方または障害厚生年金を受けている方で希望され
る方に対しては、年金分割をした場合の年金見込額をお知らせします。

情報の提供先

　年金分割のための按分割合を決めるために必要な情報の提供を共済組合等に対して請求することができます。

年金分割のための情報提供（情報通知書）の請求2

　離婚時の年金分割制度は年金分割の請求（標準報酬改定請求）を
行わなければ、当事者の標準報酬総額は分割・改定されません。

年金分割をするには手続きが必要3

　※婚姻の取り消し、または、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方について当該事情を解消した場合を含みます（以下同じ）。

　�離婚をした場合は、婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
　�婚姻の取り消しをした場合は、婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間
　��事実上の婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該事情が解消したときは、婚姻の届出をしていな
いが事実上婚姻関係と同様事情であった当事者の一方が、当該当事者の他方の被扶養配偶者である国民年金第 3
号被保険者であった期間

年金分割の対象期間

　離婚時の年金分割制度には、年金分割の割合を定める方法（合意分割）とは別に、国民年金第 3号被保険者期
間について、被扶養配偶者であった方からの請求により、相手方の厚生年金記録を 2分の 1ずつに分割する制度（3
号分割）があります。
　平成 20年 4月 1日以後の国民年金第 3号被保険者期間中の記録に限られます。

3号分割制度について

　年金分割の対象期間の当事者双方の厚生年金記録の合計額の 2分の 1を上限額とします。
　分割の場合（按分割合といいます）は当事者の合意または裁判手続きにより定めます。

分割の割合

年金に関する情報等詳しくは、
当共済組合ホームページを
ご確認ください。　

スマートフォンは
こちらから
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広告　（広告に関する責任は広告掲載者に帰属します）
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※お申込みは 1 棟成約につき 1 回限りとさせていただきます。
※キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
※詳しくはセンターハウスまでお問合せください。

ご成約時にモデルハウス担当者にお申し出ください。

家づくりのプロがわかりやすくアドバイス

お申込みは簡単!

期間中、花博展示場の出展モデルハウスでご成約の上、
「ご成約アンケート」にご回答いただいた方に

出会える

全員
もれなく ６

Bluetooth ワイヤレスイヤホンBluetooth ワイヤレスイヤホン
1 土

公式サイトはこちら

期限までに引換券を花博
展示場へご持参の上、受
付でアンケート (Web)に
ご回答ください。ご覧の
賞品をプレゼントいたし
ます。

広告　（広告に関する責任は広告掲載者に帰属します）
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広告　（広告に関する責任は広告掲載者に帰属します）
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